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○　駅周辺のムクドリ対策について 

近年、７月～８月頃をピークに繁殖期を終えたムクドリが、朝霞台駅・北朝霞駅や朝

霞駅周辺に数千羽と集まるため、糞害や鳴き声などの被害で悩まされており、樹木の剪

定や忌避音（ムクドリが天敵に追われている時の鳴き声）などによる追い払いで対応し

ておりました。 

令和２年度からは新たなムクドリ対策として、鷹匠による追い払いを実施し、駅周辺

の環境改善に努めています。令和５年度は２回実施し、ムクドリの鳴き声や糞などの被

害を軽減することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

　 

 

 

　　　　 

△北朝霞駅周辺に集まるムクドリ 

 

 
 年度 実施回数（実施日）
 

令和５年度 ２回（７月１８日、１１月２２日）

 
令和４年度 ２回（７月１１日、１１月９日）

 
令和３年度 ２回（７月１９・２０日）
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環境目標３　脱炭素・循環型社会の推進 

限りある資源を大切にし、環境に負担をかけないまち 

３-１　クリーンなエネルギーをつくる 

１　再生可能エネルギーの普及促進 

【創エネ・省エネ設備設置費補助】 

市では、環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普及を促進することにより、温室効果ガ

スの排出の抑制と雨水の有効活用および河川への流出抑制を図るため、省エネ・省エネ設

備（太陽光発電システム・家庭用燃料電池・定置用リチウムイオン蓄電池・雨水貯留槽、

ＨＥＭＳ、Ⅴ２Ｈ）の設置費用の一部を補助しています。 

　　　　※雨水貯留槽に関しては、　　　ページに掲載しています。 

 

（１）　住宅用太陽光発電設備設置の推進 

市では、平成１３年度から「住宅用太陽光発電システム」の設置に対し設置費の一部を

補助し、環境への負荷の少ないクリーンエネルギー導入の促進を図っています。 

補助制度開始当初から令和５年度までに計１,０４０件の補助を行いました。 

 

【住宅用太陽光発電システム設置費補助実績】 

【発電量推計値によるＣＯ２削減量】 

※樹齢５０年の杉の木１本で、年間約１４ｋｇ-CO2 の二酸化炭素を吸収しています。 

※地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の改定に伴い、令和４年度の係数は、各年度の環境省公

表の排出係数に変更し、「551g-CO2」から「457g-CO2」に変更したため、１年間のＣＯ２削減量は

「75.34t-CO2」から「62.49t-CO2」とした。 

 
年度 補助額

補助金 
交付件数

補助金 
交付総額

最大出力合計値

 
令和５年度

出力１ｋＷ当り３.５ 万円 
※限度額：戸建　 １０万円 

組合　 ５０万円

２５件 2,454,000 円 90.44kW

 
令和４年度

出力１ｋＷ当り３.５ 万円 
※限度額：戸建　 １０万円 

組合　 ５０万円

２５件 2,354,000 円 113.95kW

 
令和３年度

出力１ｋＷ当り３.５ 万円 
※限度額：戸建　 １０万円 

組合　 ５０万円

１４件 1,326,000 円 52.46kW

 
年度

最大出力合計値 
（ｋＷ）

年間発電量推計値 
（ｋＷｈ）

１年間のＣＯ２削減量 
（ｔ－ＣＯ２）

 
令和５年度 90.44 108,528 49.60

 
令和４年度 113.95 136,740 62.49

 
令和３年度 52.46 62,952 34.69

 
平成１３～ 
令和５年度 
までの累計

3,996.77 4,796,124 2,618.62
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〇　家庭用燃料電池（エネファーム）設置の推進 

市では、平成３０年度から「家庭用燃料電池（エネファーム）」の設置に対し設置費の

一部を補助し、温室効果ガスの排出の抑制等を図っています。 

 

【家庭用燃料電池（エネファーム）設置費補助実績】 

 

 

〇　定置用リチウムイオン蓄電池設置の推進 

市では、平成３０年度から「定置用リチウムイオン蓄電池」の設置に対し設置費の一部

を補助し、温室効果ガスの排出の抑制等を図っています。 

補助制度開始当初から令和５年度までに計１５９件の補助を行いました。 

 

【定置用リチウムイオン蓄電池設置費補助実績】 

※令和４年度は、１件予算残額の範囲内で交付したため、補助金交付総額に端数が生じている。 

 

 

〇　ＨＥＭＳ設置の推進 

市では、令和５年度から「ＨＥＭＳ」（ホームエネルギーマネジメントシステム）の 

設置に対し設置費の一部を補助し、温室効果ガスの排出の抑制等を図っています。 

 

【HEMS 設置費補助実績】 

 

 

 

 
年度 補助額

補助金 
交付件数

補助金 
交付総額

最大出力合計値

 
令和５年度 一律５万円 ０件 ０円 ０kW

 
令和４年度 一律５万円 ０件 ０円 ０kW

 
令和３年度 一律５万円 ０件 ０円 ０kW

 
年度 補助額

補助金 
交付件数

補助金 
交付総額

最大容量合計値

 
令和５年度 一律１０万円 ３４件 3,400,000 円 240.5 kWh

 
令和４年度 一律１０万円 ２５件 2,526,000 円 218.1 kWh

 
令和３年度 一律１０万円 ３２件 3,200,000 円 244.4 kWh

 
年度 補助額

補助金 
交付件数

補助金 
交付総額

 
令和５年度 一律１万円 ４件 40,000 円
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〇　Ⅴ２Ｈ設置の推進 

市では、令和５年度から「Ｖ２Ｈ」（ビークル・トゥ・ホーム）の設置に対し設置費の

一部を補助し、温室効果ガスの排出の抑制等を図っています。 

 

【V２H設置費補助実績】 

 

 

２　公共施設への再生可能エネルギーの導入促進 

 （１）　公共施設の太陽光発電等の導入

 
年度 補助額

補助金 
交付件数

補助金 
交付総額

 
令和５年度 一律１０万円 ２件 200,000 円
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３-２　省エネルギー・省資源をすすめる 

１　環境に配慮した行動の推進 

（１）　エコライフ・省エネルギーの普及・促進 

　①　省エネ・省資源行動の普及促進 

市では、脱炭素社会の実現に向け、国が取り組んでいる「デコ活」や、埼玉県の「エコ

ライフＤＡＹ・ＷＥＥＫ」の実施等を、広報あさかやＳＮＳによる周知啓発で、市民、事

業者の省エネ・省資源につながる環境配慮行動を促進します。 

 

　　　　　　　　　　　　「デコ活」等の周知啓発を推進していきます。 

「デコ活」とは、二酸化炭素（ＣＯ２）を減らす（ＤＥ）脱炭素（decarbonization） 

　　　 と、環境に良いエコ（Ｅｃｏ）を含む”デコ”と活動・生活を意味する“活”を組み 

合わせた新しい言葉です。２０５０年カーボンニュートラル及び２０３０年度削減目標 

の実現に向けて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しする 

ための新しい国民運動です 

 

 

 

 

 

（資料：環境省ホームページ） 
 
 

また、職員一人ひとりが環境に配慮した暮らし方に取り組むエコライフＤＡＹ・ＷＥＥ 

Ｋを夏、冬に実施し、ＣＯ2削減量効果を確認するエコライフチェックを行いました。こ

の結果、令和５年度は、夏冬合せて１８.８ｔ（エコライフＤＡＹ ４.３t、エコライフ 

ＷＥＥＫ １４.５t）のＣＯ2を削減することができました。 

 

 

 

 

②　地域リサイクル活動の推進 

③　建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅 

 

 
年度

エコライフDAY・WEEKチェックシート 
回収率

 
令和５年度 ９１.３％

 
令和４年度 ９４.１％

 
令和３年度 ９５.２％

クールビズ、 
ウォームビズ 
を推進します。

住宅の省エネ・脱炭素化推

進のため、高断熱・省エネ住

宅への買換えや省エネリフ

ォームの普及を促進します。

「地球」にやさし

いエコカーの普

及 を 促 進 し ま

す。

公共交通機関の利

用、自転車の利用

を促進します。エコ

ドライブを推進しま

す。

「統一省エネルギー

ラベルの星の多い家

電 へ の 買 換 え 」 や

「LED 照明への買換

交換」を促進します。
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（２）　地球温暖化対策実行計画の推進 

①　朝霞市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の推進 

近年の地球温暖化対策としては、その進行を抑制することを目的として、温室効果ガス

排出量を削減するための緩和策に取り組むことが重要であるとともに、世界各国で発生し

ている気候変動が一因と考えられる異常気象を踏まえ、気候変動による被害の防止・軽減

を図ることを目的とした適応策が求められています。 

日本では、令和２年１０月、地球温暖化対策における新しい長期目標となる「２０５０

年カーボンニュートラル」を宣言しました。さらに、令和３年４月に、２０３０年度にお

いて、温室効果ガス４６％削減（平成２５年度比）を目指すこと、さらに５０％の高みに

向けて挑戦を続けることを表明しました。 

本市においても市域全体の温室効果ガス排出量を削減するため、第３次朝霞市環境基本

計画に内包する「朝霞市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定しました。 

 

【地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の計画期間及び削減目標】 

 

②　第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の推進 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成１１年４月施行）に基づき、市における

温室効果ガスの排出の抑制と安定化に向けた実効性のある具体的な取り組みを着実に実

施していくため、「朝霞市地球温暖化対策実行計画」を策定しました。この計画では、市

庁舎をはじめとする公共施設において、市の職員が直接実施する事務及び事業のすべてを

対象に期間を定めて温室効果ガスの排出量削減目標を定めています。第 1次計画では、基

準年度（平成１２年度排出量）比で１.０％の増加、第２次計画では、基準年度（平成１

９年度排出量）比で１.０９％の増加となりました。第３次計画では、平成２５年度を基

準として、平成２７年度から令和３年度までの７年間で、温室効果ガス総排出量を計７％

（年平均１％）削減することを目標としていました。 

第４次計画では、平成２５年度を基準として、令和４年度から令和１２年度までの９年

間で、温室効果ガス総排出量を計３８％以上削減することを目標としています。なお、第

４次計画からは、廃棄物の焼却処理等に伴って発生する非エネルギー起源のＣＯ2も対象

となっています。 

 

【第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の計画期間及び削減目標】 

 

 

 
計画期間 削減目標

 
令和４年度～令和１２年度 

（９年間）

温室効果ガスの総排出量を、平成２５年度を基準として 

４６％削減

 
計画期間 削減目標

 
令和４年度～令和１２年度 

（９年間）

温室効果ガスの総排出量を、平成２５年度を基準として 

３８％以上削減
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【第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標値】 

 

【第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の実績値】 

※令和５年度の数値はまだ確定していません。 

 

③　温室効果ガスの排出抑制への取り組み 

市では、計画に基づき、温室効果ガスの排出量削減目標を達成するため、各種取り組み

を主体的かつ積極的に推進し、庁内推進組織の設置や職員に対する研修の実施、地球温暖

化に関する情報提供、温室効果ガスの排出量削減目標に対する進捗状況の点検と「広報あ

さか」及び市ホームページで公表を行っています。 

 

④　「埼玉県地球温暖化対策推進条例」への対応 

「埼玉県地球温暖化対策推進条例」は、県民、事業者、環境保全団体、行政など各主体

が連携しつつ取り組むべき具体的な対策を定め、地域総ぐるみで地球温暖化対策を推進す

るために平成２１年に施行され、事業者単位で合算してエネルギー使用量が原油換算で 

１,５００キロリットル以上の事業者に対して、報告の作成を義務付け、事業所ごとに削

減目標を定めています。 

　　　　朝霞市では、市、教育委員会、クリーンセンターの３つに分けて報告を行っています。 

 

 
項　目

平成２５年度 
排出量の実績値 

【基準年度】t-CO2

令和１２年度 
排出量の目標値 

【目標年度】t-CO2

令和１２年度 
削減目標値 t-CO2

 
温室効果ガス 

【ＣＯ2、ＣＨ4、Ｎ2Ｏ、ＨＦＣ】
１６,８７９　 ８,２７１　

８,６０８ 　 

(５１%)　 

 
温室効果ガス 

【非エネルギー起源ＣＯ2】
９,６１５　 ８,１７３　

１,４４２ 　 

(１５%)　 

 
合計 ２６,４９４　 １６,４４４　

１０,０５０ 　 

(３８%)　 

 

年度

エネルギー起源 非エネルギー起源 計
 

排出量 t-CO2
削減率

（％）

排出量 

t-CO2

削減率

（％）
排出量 t-CO2

削減

率

（％）
 

令和５年度

 
令和４年度 １４,２５３ １５．６ １１,０５７ △１５．０ ２５,３１０ ４．５

 平成２５年度 

【基準年度】
１６,８７９ ― ９,６１５ ― ２６,４９４ ―

 排出を直接抑制するためのおもな取り組み 排出の抑制に配慮したおもな取り組み

  
・電気使用量の削減 
　　冷暖房の適切な使用、不必要な照明の消灯、 
　　その他の節電 
・燃料使用量の削減 
　　公用車の使用の抑制及び適正な運転や管理、 

公用車の買い換え時の低公害車等の導入

・環境に配慮した物品の購入・紙類の使用量の抑制 
・リサイクルの推進・廃棄物の削減 
・水道水の節約 
・環境に配慮した建設工事の推進 
　　環境配慮型施工方法の採用、建設副産物の抑制対策、

再生可能エネルギー及び省エネシステムの推進



- 44 -

 

⑤　「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」 

（省エネ法）等への対応 
 
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（旧：エネ

ルギーの使用の合理化等に関する法律）」は、エネルギー使用の合理化をより一層推進す

るために、令和４年に改正、令和５年４月から施行され、年間のエネルギー使用量が原油

換算で１,５００キロリットル以上の特定事業者に対して、エネルギー使用量（エネルギ

ー原単位）の報告及び年間１％以上の削減を求めています。 

市、教育委員会が特定事業者となり１,５００キロリットルを越えるクリーンセンター

がエネルギー管理指定工場等に指定され、国に対し、エネルギー使用量の報告等を行って

います。 
 

⑥　地球温暖化対策等の促進 

本市では、市民や事業者が地球温暖化防止に向けた取り組みや活動を行っていただくた

めの啓発や支援等を行っています。 

・創エネ・省エネ設備設置費補助事業 

・地域リサイクル活動推進補助事業 
 
 

２ 水の有効利用 

（１）　節水の啓発 

　（２）　雨水の利用 

雨水の再利用を推進するため、平成２７年度から住居に設置する雨水利用設備に対して、

その費用の一部を補助しています。補助制度開始当初から令和５年度までに計２９件の補

助を行いました。 

 

【雨水貯留槽設置費補助実績】 

 
 

 
年度 補助額

補助金 
交付件数

補助金 
交付総額

設置容量 
合計値

 

令和５年度

戸建：購入費用等の１/２（限度額：２万円） 
組合：１基あたりの購入費用等の１/２に設置

基数を乗じた額（限度額）１０万円

１件 6,000 円 115ℓ

 

令和４年度

戸建：購入費用等の１/２（限度額：２万円） 
組合：１基あたりの購入費用等の１/２に設置

基数を乗じた額（限度額）１０万円

１件 20,000 円 200ℓ

 

令和３年度

戸建：購入費用等の１/２（限度額：２万円） 
組合：１基あたりの購入費用等の１/２に設置

基数を乗じた額（限度額）１０万円

２件 36,000 円 300ℓ
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３-３　地球に負荷の少ないまちをつくる 

１　環境に配慮した移動手段の推進 

（１）　歩道、自転車利用環境等の充実 

①　放置自転車対策の推進 

②　自転車利用環境の整備、交通安全意識の高揚 

 

（２）　次世代自動車の普及促進 

 

電気自動車（ＥＶ）用急速充電器をご利用ください！ 

　市では、大気環境の改善や地球温暖化対策の一環として、走行時に二酸化炭素を排出しない電気自動

車の普及を推進するため、市役所の駐車場内に電気自動車用の急速充電器を設置しています。 

なお、平成２５年度から設置していた一般駐車場内の急速充電器（１基）は令和３年１１月１日に老

朽化のため撤去し、新たに令和４年２月１日から市役所公用車駐車場内に急速充電器１基（２台同時充

電可能）を設置しました。 

 

新）電気自動車用急速充電器（充電カード式）令和４年２月１日～ 

利用可能日：毎日（年末年始を除く） 

利 用 時 間：２４時間  

利  用  料：充電カードあり…充電カード発行元が設定する料金 

　　　　　　充電カードなし…１回５５０円（税込み） 

 

旧）電気自動車用急速充電器（硬貨式）～令和３年１０月３１日 

利用可能日：毎日（年末年始を除く） 

利 用 時 間：午前８時から午後９時まで 

利  用  料：１回５００円 

 

【市設置電気自動車（ＥＶ）用急速充電器利用状況】 

　　　　 

問合せ／環境推進課 環境対策係　　０４８－４６３－１５１２ 

 

 

 

 年度 利用可能日数 充電量（ｋＷｈ） 充電回数 うち一般充電回数

 令和５年度 ３６０    １５,９９３.６   １,７３７  １,７２７
 令和４年度 ３５９      ９,８８２.３ 　１,０８６  １,０７２
 

令和３年度

計 ２６７　 計 １,２２９.９ 計 １４８ 計 １４４
 新 ５９　 新 ９７５.０ 新 １２２ 新 １１９
 旧 ２０８　 旧 ２５４.９ 旧 　２６ 旧 　２５
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２　コンパクトで利便性の高い生活環境整備 

　（１）　広域交通ネットワーク形成 

（２）　公共交通機関の利用環境の充実 

①　鉄道利便性向上 

②　路線バス、市内循環バスの利便性向上 
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一般財団法人家電製品協会 

家電リサイクル券センター 

ホームページ

３-４　資源を大切に、繰り返し使う 

１　廃棄物の排出抑制の推進    

（１）　３Ｒの推進 

（２）　生ごみの減量化 

（３）　食品ロス削減 

（４）　廃棄物処理や資源循環の重要性に関する学習機会の充実 

（５）　事業者に対する適正排出・適正処理の指導 

　 

２　資源化の推進 

（１）　地域リサイクル活動の推進（再掲Ｐ　　　） 

（２）　廃棄物の資源化の促進 

 

家電リサイクル法対象品目の処分方法 

　　　家電リサイクル法で決められた対象機器の「エアコン」、「テレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯

機・衣類乾燥機」の４品目はメーカー等が回収し再資源化するため、廃棄方法が法律で定められ

ており、粗大ごみとして出すことはできません。また、処分にはメーカーごとに決められたリサ

イクル料金がかかります。処分方法は以下の３つのいずれかになります。 

①家電販売店や買い替え店に引取りを依頼する（リサイクル料金と回収を依頼する場合は収集運

搬料金がかかります）。 

②市の許可業者に依頼する（リサイクル料金と収集運搬料金がかかります）。 

③ご自身で指定引取場所へ持ち込む（リサイクル料金がかかります。お持ち込みされる前に御自

身でリサイクル券を準備してください。リサイクル券については、一般社団法人　家電製品協

会　家電リサイクル券センターのホームページをご参照ください）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３　廃棄物の適正処理の推進 

（１）　適正処理の推進
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３-５　気候の変化に備える 

世界の気候変動の影響評価を行う政府間組織「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」

の報告によると、厳しい地球温暖化対策を最大限実施した場合でも、世界の平均気温は上昇し、

今後、気候変動の影響リスクが高くなることが予測されています。 

近年、日本では、大型台風の出現頻度や短時間豪雨の増加が生じており、その多くは気候変動

の影響が指摘されています。これらの影響に備えるための「適応策」を進めることが不可欠とな

っています。 

本市においても、気候変動による影響は、今後も様々な分野で顕在化すると考えられ、真夏日

や熱帯夜の増加による熱中症リスクへの対策、大雨に伴う水害への対策、市街地でのヒートアイ

ランド対策など、分野横断的に対策を進めています。 

 

１　気候変動に関する影響の把握と普及啓発 

（１）　気候変動に関する影響の把握 

水質や動植物のモニタリング調査などにより、気候変動の影響と考えられる変化を把握し

ます。 

 

　（２）　適応策に関する普及啓発 

地球温暖化は地球全体での平均気温の上昇のみならず、海水の膨張や氷河の融解による海

面の上昇、大雨や台風の頻発など、様々な気候変動を生じさせつつあると考えられており、

猛暑や数十年に一度といわれる大型台風・集中豪雨が発生し深刻な被害をもたらしています。

そのため、地球温暖化の要因である温室効果ガスの排出を削減する対策に加え、すでに生じ

ている気候変動の影響を回避・軽減するための対策に取り組む必要があります。なお、気候

変動の影響は、地域の特性によって大きく異なるため、地域の実情に応じた施策を計画に基

づいて展開することが重要となっていることから、市では、第３次朝霞市環境基本計画に内

包する「朝霞市気候変動適応計画」を策定しました。この計画を踏まえ、気候変動の影響や

適応の必要性、適応策について、広報やホームページ等により普及啓発を行います。 

 

　【朝霞市気候変動適応計画】 

 

２　気候変動への適応策の推進 

（１）　農業分野 

　（２）　水環境・水資源分野 

　（３）　自然生態系分野 

　　　　　気候変動に伴い様々な外来生物が埼玉県内に定着しています。その中で私たちや日本古来

の在来生物に影響を与える生物がいます。例えば、オーストラリア原産のセアカゴケグモの

メスは毒を持っていて、咬まれると脱力感、筋肉痛、頭痛などの全身症状が現れることがあ

るので注意が必要です。また、アジアに広く分布しているクビアカツヤカミキリは桜や桃の

木を、中国や朝鮮半島原産のツヤハダゴマダラカミキリはリンゴやナシの木の樹木内部を食

 

計画期間
令和４年度～令和１３年度 

（１０年間）
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害します。被害が進行すると樹が壊死し、倒木等が生じる危険性があります。市では、外来

生物の定着による在来生物への影響を把握するため、市民・市民団体からの情報の収集に努

めるとともに、防除等の啓発についてホームページ等を通じて行っています。令和５年度現

在では、該当する情報はありませんでした。 

 

（４）　自然災害分野 

　　　　 

台風や大雨による浸水被害を受けたときの消毒 

台風や大雨による浸水によって、泥などの汚れが臭いのもと

になる可能性があります。そこで、被害を受けたときは、でき

る限り泥を洗い流し、よく乾燥させることが大切です。 

通常は、洗浄と乾燥で十分ですが、汚水が混入した場合など

は、感染症予防のため消毒を行いましょう。なお、泥などの汚

れが残ったままでは、消毒薬の効果が期待できなくなりますの

で、消毒の前に洗浄と乾燥をしっかり行うのが大切です。 

≪家の中の消毒≫ 

消毒薬（次亜塩素酸ナトリウム０.０２パーセント溶液）にタオルやふきんを浸し、軽くしぼったも
じ あ え ん そさん

ので拭いて消毒をします。次亜塩素酸ナトリウムは、漂白作用があるので、色落ちしては困る場所は

避け、金属やゴムについては仕上げに水拭きをします。次亜塩素酸ナトリウム溶液は、 

家庭用の漂白剤でも同様の効果があります。製品によって濃度が異なりますので、水で薄める時は製

品の使用方法を確認してください。 

 

≪家まわりの消毒≫ 

家のまわり（屋外）を消毒するときには、クレゾールをまく方法がありますが、この薬品は臭いが強

いので使用には気をつけましょう。クレゾールは、薬局等でお買い求めの上、使用上の注意をよく確

認してください。 

 

手洗いを忘れずに！！ 

洗浄と乾燥、消毒をしたら、ご自身の感染症予防のために、 

必ず石けんなどで手を洗いましょう。 

 

◎ ご自身で消毒することが困難な場合、状況によっては 

市職員を派遣し消毒いたします。 

問合せ：環境推進課　０４８－４６３－１５０４ 
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【市が実施した消毒件数】 

 

 

（５）　健康分野 

気温が高くなり光化学スモッグ注意報が発令された時は、所管施設への情報提供を行って

いるほか、ツイッターや防災行政無線により迅速な周知を図ります。また、光化学スモッグ

が発生しやすい時期になる前に、広報あさかで市民に対し、光化学スモッグについての注意

喚起の啓発に努めます。 

　　　　　 

（６）　市民生活・都市生活分野（ヒートアイランド対策等） 

地球温暖化の影響により、気候の変化が大きくなっております。地球温暖化対策として過

度な冷暖房に頼らず快適に過ごせる軽装や取り組みを促すライフスタイル「クールビズ（Ｃ

ＯＯＬ ＢＩＺ）」や「ウォームビズ（ＷＡＲＭ　ＢＩＺ）」に取り組んでいただくよう周知

を行います。

 
年度 内訳 合計件数

 
令和５年度 集中豪雨４０件（R5.6.3） 　 ４０件

 
令和４年度 ― 　  ０件

 
令和３年度 ― 　  ０件
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こどもエコクラブホームページ

環境目標４　パートナーシップによる環境活動の推進 

みんなで環境を学び、考え、取り組むまち 

４-１　環境についてみんなで学ぶ 

１　環境教育や環境学習の機会の提供 

市民一人ひとりが日常生活と環境との関わりについて理解し、生活環境の保全や自然

保護に配慮した環境教育を推進していくために、学校、教育委員会及び市がそれぞれの

役割で、効果的な環境教育基盤の整備に努めています。 

（１）　環境教育や環境学習の機会の提供 

　①　環境教育 

〇　「こどもエコクラブ」 

　　　　　こどもエコクラブとは、幼児（３歳）から高校生までなら誰でも参加できる環境活動

のクラブです。子どもたちの環境保全活動や環境学習を支援することにより、子どもた

ちが人と環境の関わりについて幅広い理解を深め、自然を大切に思う心や、環境問題解

決に自ら考え行動する力を育成し、地域の環境保全活動の輪を広げることを目的として

います。 

参加料や会費は無料で、こどもエコクラブに団体登録すると、活動に役立つツールが

もらえたり、自分たちの活動をＰＲすることができたり、活動を続けることで「アース

レンジャー認定証」を手に入れることが出来ます。 

 

　　　　【登録方法】 

一緒に活動する仲間（３歳～１８歳）と、活動を支える大人（１８歳以上）を集め

てクラブをつくり、登録します。※子ども 1人＋大人 1人から登録可能です。下の 

ＱＲコードを読み取り、新規・継続登録フォーム（こどもエコクラブホームページ）

で登録するか、ＪＥＣ登録用紙を環境推進課までＦＡＸ（０４８-４６７-０７７０）

でお申込みください。 
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〇　「あさか環境かるた」で環境学習しましょう！ 

地球温暖化をはじめとする様々な環境問題を解決するためには、一人ひとりが考

え、行動を起こす必要があります。そこで子どもから大人まで分かりやすく、楽し

みながら環境について学んでもらえるよう、「あさか環境かるた」を作成し、市ホー

ムページに掲載しています。 

ホームページには文字ごとに、市や県、国などの関連するホームページなどのリ

ンクが掲載されているので、環境に関する学習を深めることが出来ます。 

また、実際に「あさか環境かるた」を印刷して、かるたとして遊びながら学習す

ることもできます。 

かるたの白紙様式もあるので、自分のオリジナル環境かるたを作成することもで

きます。 

　　　あなたにあった学習方法で楽しく環境について学び、生活に活かしてみてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

あさか環境かるたホームページ

読み札 絵札 解説
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あさか環境市民会議ホームページ

②　環境教育の支援 

③　環境学習への支援 

例年、夏休みに開催される「黒目川・川まつり」（黒目川・川まつり実行委員会主催）

は、身近な環境である黒目川に親しみながら、川の水を守ることの大切さなどを学ぶ場

として、市も協力しています。　 

　　④　市民団体の環境保全活動支援 

〇　朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会との協働 

〇　あさか環境市民会議との協働 

市の環境に関する施策を総合的、計画的に推進していくために策定した「朝霞市環

境基本計画」に基づく「（仮称）朝霞環境フォーラム」の設立準備委員会が平成 15

年 12 月に発足しました。その後、この会の名称を「あさか環境市民会議」とするこ

ととし、設立後は独立した団体として市民等が中心となって運営することが決定され

ました。 

平成 16 年６月 20 日には設立総会が開催され、「あさか環境市民会議」が発足し、

活動を実施しています。 

令和４年度は、斜面林の保全活動や、団体自らが実施する事業等への支援や情報提

供などを行い、自主的活動の支援をしました。 

 

【令和５年度の主な取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営会議 １２回

市民会議の運営について具体的に検討しています。また、視察研修や各

専門部会の開催内容等についても、この場で話し合われています。会員

の意見はこの場に集約されるようになっています。

 

定期総会 １回

コロナウイルス感染拡大防止のため第１９回定期総会は対面及び書面

にて開催し、前年度の事業報告及び決算報告、また、今後の事業計画、

予算案について審議を行い、会員に承認されました。

 
視察研修 ０回 コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。

 
自然 に関 する

取り組み
３３回

岡斜面林、宮戸斜面林、根岸台自然公園・根岸台里山再生林において、

雑木林の枝打ち、間伐、下草刈りなどの保全活動を実施するとともに、

生息する昆虫や動植物の観察会を実施しました。

 
生活 環境 に関

する取り組み
４回

6 月に身近な水環境の全国一斉調査、1１月に秋のプラごみゼロ＆クリ

ーンエイドと、あさか環境まち歩き「黒目川エコ探検」、１月にガンカ

モ全国一斉調査を実施しました。

 
広報 に関 する

取り組み
都度

市民会議が運営するホームページに活動予定及び、里山活動のブログを

更新しました。
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⑤　環境情報の収集と発信 

環境問題に対する理解を深めていただくため、広報や市のホームページに環境関連の

記事を掲載するとともに、年次報告書「朝霞の環境」及び「朝霞市環境基本計画実施計

画」を作成し、その周知と啓発に努めました。 

 

⑥　環境美化活動功労者を表彰 

多年にわたり地域の環境美化・清掃美化に尽力された個人・団体の功績をたたえ、令

和５年度は６人に対し、環境美化活動功労者として市から感謝状を贈呈しました。 

 

【令和５年度　環境美化活動功労者】（敬称略）　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境美化活動功労者の皆さん 

 

 年度 環境政策に係る報告書の発行
 令和５年度 ２種類（朝霞の環境及び朝霞市環境基本計画実施計画３年度実績版）

 令和４年度 ２種類（朝霞の環境及び朝霞市環境基本計画実施計画３年度実績版）

 令和３年度 ２種類（朝霞の環境及び朝霞市環境基本計画実施計画２年度実績版）

 
氏名 活動年数

 
神 原 　 政 二
か ん ば ら ま さ じ

３５

 
松 縄 　 正 雄
ま つ な わ ま さ お

２５

 
山口　はるみ
やまぐち

１０

 
後 藤 　 修
ご と う おさむ

１０以上

 
山 下 　 兼 三
や ま し た け ん ぞ う

７

 
渋 谷 　 昇
し ぶ や のぼる

９

 【環境美化活動功労者数】

 年度 団体数・人数

 令和５年度 ６人

 令和４年度 ―

 令和３年度 ３人・２団体
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⑦　環境美化ポスターの募集＆入選者表彰 

子どもたちに環境美化に対して関心を持ってもらうため、市内の小学 3 年生・6 年生

を対象に、「ポイ捨て」対策、「路上喫煙」対策、そして「犬のフン尿」対策というテー

マでポスターを募集しました。 

令和５年度は、２５１点の応募があり、12 点の入選作品が選ばれ、令和５年１１月

７日（火）に表彰式を行いました。入選作品は、令和５年１２月中は産業文化センター

２階ホール（図書館分館前）、令和６年１月中は市役所 1 階ロビー市民ホールに展示し

ました。また、入選作品を啓発看板にして市内（朝霞駅、北朝霞・朝霞台駅周辺、黒目

川各橋、ドッグラン）に設置し、市民の環境美化意識の向上を図りました。 

 

【環境美化ポスター　応募数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入選された児童の皆さん 

 令和５年度 　２５１点（３年生　１４９点、６年生　１０２点）

 令和４年度 ２２９点（３年生　１３０点、６年生　９９点）

 令和３年度 ２２６点（３年生　１４６点、６年生　８０点）
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【環境美化ポスター　入選作品】 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩志堅原　結那さん(朝七小６年)
し け ん ば る ゆ い な

⑪中田　和花さん(朝九小６年)
な か だ の ど か

⑫湯本　咲仁さん(朝十小６年)
ゆ も と さ く と

①高橋　幸愛さん(朝三小３年)
たかはし ゆ な

②中橋　鈴奈さん(朝五小３年)
なかはし れ い な

③濱　七海さん(朝七小３年
はま な な み

　④木村　大智さん(朝八小３年)
き む ら だ い ち

⑤渡部　 雫 さん(朝九小３年)
わたなべ しずく

⑥吉原　幸里さん(朝十小３年)
よしはら ゆきさと

⑦才川　瑛士さん(朝二小６年)
さいかわ え い じ

⑧高橋　美菜さん(朝三小６年)
たかはし み な

　⑨藤田　かなさん(朝三小６年)
ふ じ た



- 57 -

2　環境情報の発信と普及啓発 

（１）　環境情報の収集と発信 

①　きれいなまちづくり運動（再掲 P　　） 

 

　　②　イベント等の収集と発信 

環境推進課では環境に関する学びやイベント等の情報収集を行い、広報・ホームペー

ジ・X（旧：Twitter）を通じて市民の方へ周知を行っています。 

令和５年度は、きれいなまちづくり運動のお知らせや報告、環境月間に関すること、

あさか環境かるた、ボランティア団体のイベント等について、広報あさか３１回、 

X（旧：Twitter）９９回、周知を行いました。 
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③　文化財施設での活動 

④　リサイクルプラザでの環境学習・活動事業等の普及（再掲 P　　） 

⑤　朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会との連携充実・支援（再掲 P　　） 
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４-２　環境活動にみんなで参加し行動する 

１　市民団体の環境保全活動支援 

　（１）　環境に関する有識者等の活用 

令和５年度は、「災害時における動物救護活動に関する協定」を締結している公益社団法

人埼玉県獣医師会南支部及び、彩の国動物愛護推進員の方に講師として協力いただき、ペッ

ト同行避難訓練で講義いただきました。 

 

※ペット同行避難に訓練について掲載（再掲Ｐ　　　） 

 

　（２）　市民団体の環境保全活動支援 

①　あさか環境市民会議との協働（再掲Ｐ　　　） 

②　朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会との協働（再掲Ｐ　　　） 

③　市民活動への支援 

④　環境基本計画の推進 

〇　環境基本計画の概要 

市では、「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」の基本理念にのっとり、市の良好な環

境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に進めることを目的として、令和４年

３月「第３次朝霞市環境基本計画」を策定しました。 

この計画は、令和４年度から令和１３年度までの１０年間を計画期間とし、市、市民・

市民団体、事業者の相互の連携と協働により、「住み良い環境づくり」の実現を目指すも

のです。 

　　　〇　環境基本計画実施計画 

　　　　　この実施計画は、「第３次朝霞市環境基本計画」に定めた基本理念、環境目標、施策の

方向、施策の展開に基づいて、市が今後実施すべき環境行政施策を具体化し、年度別の目

標を示した計画です。 

 

⑤　朝霞市環境審議会 

「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」に基づき、市長の諮問機関として「朝霞市環境審

議会」を設置しています。審議会は、市長が委嘱する１６名以内の委員で構成されており、

環境基本計画に関する事項及びその他環境保全等に関する基本的事項についての調査審議

を、原則として公開制で行っています。 

 
講座名称 講師 開催日時・会場

参加 
者数

 
クレートトレーニング 
デモンストレーション

彩の国動物愛護推進員
［日時］ 
令和５年９月３０日（土） 
午前１０時３０分～ 

 
［会場］ 
朝霞第三小学校

１５名 
 

(ペット) 
１１頭

 
災害時なんでも相談会

公益社団法人埼玉県獣医

師会南支部　獣医師
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【朝霞市環境審議会活動報告（令和５年度）】 

 

令和６年３月３１日現在 

 

 

朝霞市環境審議会委員名簿（令和５年度）
 

（敬称略）
 

氏名 経歴・所属団体等
 

ごん　純一
じゅんいち

朝霞市議会議員

 
宮林　智美
みやばやし さ と み

朝霞市議会議員

 

松 村　 隆
まつ むら たかし 一般社団法人　持続可能社会推進コンサルタント協会　

参与　　前芝浦工業大学システム理工学部教授

 
小島　真知子
お じ ま ま ち こ

朝霞市環境美化推進員　元社会教育指導員

 
永井　広志
な が い ひ ろ し

本田技研工業㈱　二輪事業本部ものづくりセンター

 
長谷川　司
は せ が わ つかさ

（株）武蔵野種苗園　埼玉支店　支店長

 
水久保 幸之助
みず く ぼ こうのすけ

朝霞市商工会 理事

 
小野　敬三
お の けいぞう

朝霞市自治会連合会　副会長（霞ヶ丘親睦会会長）

 
木村　富枝
き む ら とみ え

市民

 
桒田　泰博
くわ た やすひろ

あさか環境市民会議　会計

 
平塚　知嘉子
ひらつか ち か こ

朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会会長

 
平 井 　毅
ひら い たけし

埼玉県西部環境管理事務所　副所長

 
岩上　和弘
いわがみ かずひろ

朝霞警察署　生活安全課　課長代理

 
湯 尾 　明
ゆ お あきら

朝霞保健所　所長

 回　数 開催日・開催場所 会　　議　　内　　容
 

第１回

令和５年７月 2６日 
朝霞市役所　 

２階全員協議会室

・ 朝霞の環境（令和４年度環境推進課所管分）について 
・ その他

 

第２回

令和４年１１月１４日 
朝霞市役所　 

２階全員協議会室

・ 朝霞の環境（令和４年度年次報告書）（案）について 
・ 第３次朝霞市環境基本計画実施計画（令和４年度実績版）

（案）について 

・ その他
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⑥　朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会 

「第３次朝霞市環境基本計画」を総合的・計画的に推進するために、各部から選任された

庁内の横断的組織であり、環境施策の総合調整を行うとともに、計画の推進状況を把握し、

点検評価を行います。 

 

２　環境保全活動団体の育成、ネットワークの形成等 

（１）　環境保全活動団体の育成、ネットワークの形成等 

①　環境に関する市民団体 

 

（２）　グランドワーク活動



 

 

第３章 

 

 

 

 

 

 

用　語　解　説
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１　用語解説 

【あ行】 

・アスベスト 

　　アスベスト（石綿）は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれ

ています。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われて

いましたが、昭和５０年から原則製造等が禁止されています。 

　　アスベストは、その繊維が極めて細いため、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛

び散ること、吸い込むことが問題となるため、法律などで予防や飛散防止等が図られています。こ

のアスベストの繊維は、肺線維症（じん肺）、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす

可能性があることが知られており、この健康被害は、アスベストを扱ってから長い年月を経て出て

きます。 

 

・雨水浸透 
う す いしんとう

　　雨水が地表から地中に浸透する現象を｢雨水浸透｣といい、こうして地下水を涵養することにより、
水害の軽減・地球温暖化の防止などといった働きを果たすことが可能であり、雨水を資源として有
効活用することを目的としている場合もあります。 

この雨水浸透を積極的に図る設備として、浸透ます、浸透トレンチ、透水性舗装等があります。 

 

・屋上緑化・壁面緑化・緑のカーテン 
おくじょうりょくか へきめんりょくか みどり

屋上緑化とは、建築物の断熱性や景観の向上などを目的として、屋根や屋上に植物を植え緑化す

ることをいい、同様に、建物の外壁を緑化することを壁面緑化といいます。また、建物の外壁にネ

ット等を固定し、ツル性の植物（ゴーヤ、ヘチマ等）を這わせてカーテンのようにしたものを、緑

のカーテンといいます。こうした緑化設備は、緑化土壌の断熱作用や植物自体が日射を遮ることに

よる屋内の温度上昇抑制や省エネ効果だけでなく、植物の蒸散作用によって屋外空間の温度上昇を

緩和する効果もあります。 

 

・オープンスペース 

　　公園、広場、緑地などの建築物のない一定の地域的広がりであって、その非建ぺい性、植生、水

面などにより、環境の質の向上を図り、あるいは住民のレクリエーション需要に応えるものをいい

ます。 

 

・温室効果ガス 
おんしつこ う か

　　太陽からの日射エネルギーを吸収して熱された地表面は、赤外線として熱放射をします。大気中

には赤外線を吸収する気体があり、地球の温度バランスを保っています。これらの気体を温室効果

ガスと呼び、地球温暖化と密接な関係を持っております。 

　　なお、「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイ

ドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の７物質が温室効果

ガスと定義されています。 
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【か行】 

・合併処理浄化槽 
がっぺいしょりじょうかそう

　　生活排水のうち、し尿（トイレ汚水）と雑排水（台所や風呂、洗濯などからの排水）を併せて処

理することができる浄化槽（沈殿分離や微生物の作用によって処理し、それを消毒し、河川などの

公共用水域等へ放流する施設）をいいます。従来のし尿のみを処理する単独処理浄化槽に比べて、

河川等公共水域の汚濁を軽減する効果があります。 

 

・環境基準 
かんきょうきじゅん

　　環境基本法において「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件につい

て、それぞれ人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準」と

定められています。これは、行政上の目標として定められているもので、公害発生源を直接規制す

るための基準（規制基準）とは異なります。 

 

・環境負荷 
かんきょう ふ か

　　人の活動により環境に加えられる影響で、環境を保全する上で支障の原因となるおそれのあるも

のをさします。工場からの排水、排ガスはもとより、家庭からの排水、ごみの排出、自動車の排気

ガスなど、通常の事業活動や日常生活のあらゆる場面で環境への負荷が生じています。 

 

・環境ホルモン 
かんきょう

　　有機塩素系化合物、ノニルフェノール、ＤＤＴ、クロルデンなど、環境中に存在して、人や野生

生物の生体内にとりこまれた際に、ホルモンのように作用して内分泌系をかく乱して生物にとって

有害な影響を与える化学物質の俗称として用いられています。 

 ガスの種類 主な発生源など 性　　質

 
二酸化炭素 
（Ｃｏ２）

産業、民生、運輸部門などにおける燃料の
燃焼に伴うものが９割以上を占めている。

無色、無臭の気体。化石燃料の燃焼などに起因
して、年々増加しており、地球温暖化への影響
が極めて大きい。

 
メタン 

（ＣＨ４）

稲作、家畜の腸内発酵などの農業部門から
出るものが半分を占め、自動車の走行や、
一般廃棄物の焼却からも発生する。

無色、無味、無臭、常温で引火性の気体。天然
ガスの主成分で、よく燃える。

 
一酸化二窒素 
（Ｎ２Ｏ）

燃料の燃焼に伴うものが半分以上を占める
が、工業プロセスや農業からの排出もある。

無臭の気体で、成層圏では酸素原子と反応して
消滅するが、対流圏ではほとんど消滅しない。
数ある窒素酸化物の中で最も安定した物質。

 ハイドロフル 
オロカーボン 
（ＨＦＣ）

エアゾール製の噴射剤、カーエアコンや冷
蔵庫の冷媒、断熱発泡剤などに使用されて
いる。

炭素、水素、フッ素からなる物質の総称で、化
学的安定性に優れ、可燃性は低い。オゾン層の
破壊性は少ないが、温室効果が高い。

 パーフルオロ 
カーボン 
（ＰＦＣ）

半導体に電子回路を刻み込むエッチング
や、エッチング後の洗浄などに使用されて
いる。

炭素のまわりにフッ素が結合した化合物で、化
学的に安定している。オゾン層の破壊性はない
が、温室効果は高く、大気中の寿命も長い。

 
六ふっ化硫黄 
（ＳＦ６）

変電設備に封入される電気絶縁ガスや半導
体等製造用などとして使用されている。

無色、無臭の気体で、熱的・化学的に安定して
いる。オゾン層の破壊性はないが、温室効果は
高い。フロンより優れた電気絶縁性を持つ。

 
三ふっ化窒素 
（ＮＦ３）

半導体製造でのドライエッチングやＣＶＤ
装置のクリーニングにおいて使用されてい
る。

無色、無臭の気体で不燃性であるが、助燃性が
ある。温室効果は高いが、大気中に占める割合
は少ない。
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・旧暫定逆線引き地区 
きゅうざんていぎゃくせんびき ち く

「暫定逆線引き」は、埼玉県が昭和５９年に導入した制度で、計画的な市街地整備の見通しが

明らかになっていない区域を対象に、用途地域を残したまま、いったん市街化調整区域（逆線引

き）に編入し、その後、計画的な市街地整備が確実となった時点で市街化区域へ戻す方式です。

平成１５年に埼玉県が策定した区域区分の見直しに関する基本方針において、暫定逆線引きの制

度が廃止されました。そのため、暫定逆線引き地区となっている地区は「旧 暫定逆線引き地区」

となりました。 

 

【た行】 

・ダイオキシン類 
るい

　　ダイオキシン類は、工業的に製造する物質ではなく、ものの焼却の過程などで自然に生成してし
まう物質で、自然分解されにくく、田畑や湖沼、海の底泥等に蓄積しています。発がん性、生殖機
能の異常を引き起こすなどの可能性が指摘されています。 

 

・単独処理浄化槽 
たんどくしょりじょうかそう

　　生活排水の処理において、し尿のみを処理する浄化槽をいいます。現在は、新規設置が認められ
ていません。 

 

・地球温暖化 
ちきゅうおんだんか

　　二酸化炭素など温室効果ガスの大気中濃度が増加し、これに伴って太陽からの日射や地表面から

放射する熱の一部が温室効果ガスに吸収されることにより、地表面の温度が上昇する現象が生じる

ことをいいます。 

 

・低公害車 
ていこうがいしゃ

　　従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、排出ガス中の汚染物質の量や騒音が大幅に少ない電

気自動車、メタノール車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車などをいいます。 

 

・特別緑地保全地区 
とくべつりょくちほ ぜ ん ち く

　　特別緑地保全区は、建築行為など一定の行為を制限することにより、都市の無秩序な拡大の防止に

資する緑地、歴史的・文化価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのため動植物の生息地、

生育地となる緑地等の保全を図り、都市における良好な自然環境を維持するため、都市緑地法によっ

て指定したもの。 

 

【な行】 

・二酸化窒素（ＮＯ２） 
に さ ん か ち っ そ

　　赤褐色で、特異な刺激性の臭いがする気体で、呼吸器の細菌感染等に対する抵抗力を弱め、呼吸
器系統等に影響を与えます。物が燃焼する際に一酸化窒素（ＮＯ）が発生し、空気に触れることに
よって二酸化窒素になります。 
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【は行】 

・ハザードマップ 

ハザードマップとは、自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域

や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図をいいます。 

 

・微小粒子状物質（ＰＭ２.５） 
びしょうりゅうしじょうぶっしつ

大気中に浮遊している２.５μm（１μmは１mm の千分の１）以下の小さな粒子のことをいいます。

このＰＭ２.５は非常に小さいため（髪の毛の太さの１/３０程度）、肺の奥深くまで入りやすく、

呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。 

 

・保護地区・保護樹木 
ほ ご ち く ほ ご じゅもく

市内の貴重な緑地の保全及び緑化の推進を図るために、朝霞市緑化推進条例に基づいて指定した

地区及び樹木のことをいいます。 

保護地区は、樹木が集団で生育している土地で、その面積が３００㎡以上であるか、または樹木

のある神社・寺院の境内であること、保護樹木は、高さが１０ｍ以上で、地上１.２ｍの高さにお

ける幹の周囲がおおむね１.０m以上であるもの、または樹形が特に優れているものを指定の基準と

しています。 

 

【や行】 

・ユニバーサルデザイン 

　　年齢や障害の有無にかかわらず、すべての人が使いやすいように工夫された用具・建造物などの
デザインのことをいいます。
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